（参考資料２-３）
本紙は、文書管理についての、民間教育訓練機関における一般的なマニュアルとしての参考例であるため、ガイドラインが求めている取組以外の項目も含みます。本紙を参考にマニュアルを策定する場合には、「自己診断及び審査の基準」をよくお読みになり、自己診断及び審査において確認すべきことをご理解いただいた上で、組織の状況に応じて策定してください。（※文書管理についての取組が、別マニュアル等で定められている場合、本紙を参考に新たなマニュアルを策定することは不要です。）






文書管理規程【個人・小規模事業者】（例）




作成：令和〇年〇月〇日
改訂：令和〇年〇月〇日
第１章　総則

（目的）
第１条　本規程は、（個人事業主または小規模事業者名）が事業運営における文書を適切に作成・整理・保存するために必要な事項を定めることを目的とする。併せて、事業上の判断や業務の記録を明確にし、業務の継続性・透明性を確保する。

（定義）
第２条　本規程における用語の定義は次のとおりとする。
事業文書：事業運営に使用する書類、記録、データ（電子データ含む）。
文書ファイル：内容が関連し、同一期間保存する文書をまとめたもの。
文書管理簿：文書名称、保存期間、保存場所、廃棄日等を記録した一覧。
廃棄記録簿：廃棄した文書の名称・廃棄日等を記録した帳簿。

（法令との関係）
第３条　文書管理について法令の定めがある場合は、当該法令を優先する。

第２章　管理体制

（文書管理者）
第４条　文書管理に関する責任者は、事業主本人とする。
２　事業主は文書管理の全般について以下を行う。
（１）文書管理簿および廃棄記録簿の作成・更新
（２）文書の保存・整理・廃棄の実施
（３）保存期間の設定および見直し
※職員がいる場合は、必要に応じて担当者を置くことができる。

第３章　文書の作成

（文書作成の原則）
第５条　事業主および従事者は、業務の過程や結果を合理的に確認できるよう、必要な文書を作成し、記録を残すものとする。

（作成が必要な文書）
第６条　次の文書は必ず作成する。
（１）業務の重要事項に関する記録（契約、取引、相談記録 等）
（２）求職者支援訓練の関係書類のうち訓練終了後６年間の保管を義務づけられている文書ならびに相当するもの（受講申込書、訓練日誌　等）
（３）事業運営に関する内部記録（会議記録、打合せ記録 等）
（４）行政・法令に基づく必要書類（監査対応文書 等）

（文書作成の効率化）
第７条　再利用可能なテンプレート等は共有フォルダ等に保存し、効率的な作成を行う。

第４章　整理

（分類・名称付け）
第８条　文書は内容に応じて分類し、識別しやすい名称を付ける。

（保存期間）
第９条　保存期間は次に従い設定する。
（１）法令で保存期間が定められている文書　当該法令に従う
（２）事業上重要な文書　原則 ３年以上
（３）日常的なメモ・参考資料等　１年未満可
２　保存期間の起算日は文書作成日の属する年度翌年度の４月１日とする。

第５章　保存及び閲覧

（保存）
第10条　事業主は、文書を保存期間が満了するまで適切に保存する。紙文書は湿気・破損のない状態で保管し、電子データはバックアップを行う。

（閲覧）
第11条　従事者が文書を閲覧する場合、事業主の許可を得るものとする。個人情報を含む文書の閲覧時は、閲覧者と目的を記録する。

第６章　文書管理簿

（整備）
第12条　文書管理簿は電子データ等で作成し、必要に応じて更新する。

（記録事項）
第13条　文書管理簿には次の事項を記録する。
・文書名称
・保存期間
・保存場所
・作成年月日
・廃棄日（廃棄した場合）

第７章　廃棄および保存期間の延長

（廃棄）
第14条　保存期間が満了した文書は、事業主が適切な方法で廃棄する。廃棄した際は廃棄記録簿に記録する。

（延長）
第15条　次の場合は保存期間を延長する。
（１）監査等で必要な場合
（２）係争中・トラブル対応中の場合
（３）事業主が必要と判断した場合

第８章　点検および紛失対応

（点検）
第16条　事業主は、年１回以上文書管理状況を点検し、必要に応じて改善する。

（紛失等）
第17条　文書の紛失・誤廃棄・破損等が発生した場合、速やかに原因を調べ、再発防止策を講じる。

第９章　研修

（研修）
第18条　必要に応じ、従事者に対し文書管理に関する教育・指導を行う。

第１０章　補則

（細則）
第19条　本規程に定めのない事項は、事業主が別途定める。
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